
指定管理者候補者の選定結果の公表について 

 

１ 施設の名称及び所在地 

 (１)名称 

高舘市民の森 

 (２)所在地 

久慈市川貫第５地割 

 

２ 指定管理の概要 

 (１)新規・再指定の別 

再指定 

 (２)指定期間 

令和６年４月１日～令和 11 年３月 31 日 

 (３)指定管理料の有無 

   有 

 (４)利用料金制 

不採用 

 

３ 選定の経緯 

  令和５年９ 月 １ 日  募集開始 

      10 月 16 日  募集締め切り 

      10 月 19 日  施設所管課による書類審査 

      10 月 25 日  指定管理者候補者の決定 

 

４ 申請の状況 

 (１)申請団体数 

１団体 

 (２)指定管理者候補者 

   ①団体名称…株式会社米内造園 

   ②代表者名…代表取締役 米内吉榮 

   ③所在地…久慈市大川目町 12-65-1 

   ④主な業務内容…造園工事、土木工事、どび・土工工事、石工事 

 (３)提案の概要 

   ・市民が安全に快適な利用ができるような市民の森とする。 

   ・市民の森の利用目的に合った管理をする。 

   ・ワークショップ等を開催し、市民の森のＰＲを積極的に行い利用促進に努める。 

   ・弊社及びライオンズクラブ等、関係する団体の研修会・事業に市民の参加を求め

より広範囲に管理することでコストの縮減と利用促進に努める。 

 

 



５ 選定の結果 

(１)採点の結果 

団体名 株式会社米内造園 

評
価
項
目(

大
項
目)

 

１ 基本的事項 (配点 20 点) 14.000 点 

２ 効率的な施設の管理運営について 

(配点 30 点) 
19.000 点 

３ 施設の維持管理について 

(配点 15 点) 
11.000 点 

４ 利用者のサービス向上について 

(配点 15 点) 
10.000 点 

５ その他 (配点 20 点) 13.500 点 

合計 (100 点満点) 67.500 点 

   ※ 点数は、採点合計の平均点となります。 

   ※ 合計点は、各大項目計の合計を平均した点数となります。そのため、各大項目

の平均点の合計と異なる場合があります。 

 (２)講評及び選定結果 

・ 公募の結果、現在指定管理者の一者のみの応募であったため、施設所管課による

書類審査を行った。 

・ 書類審査において、業務内容の理解、管理運営経費節減のための工夫、施設を効

率的に維持管理するための工夫において、評価が高かった。 

・ 採点の結果、合計点が基準点である 65 点を超え、かつ、「劣る」と評価した項目

が無かったため、指定管理者候補者として選定した。 

 

 

 


